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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】操作手段をフリー状態にするだけで、湾曲部を
略ストレート状態にまで自然に戻すことができ、操作性
を向上できる内視鏡を提供することにある。
【解決手段】複数の内蔵物を有するとともに、少なくと
も一部に湾曲部４を有した挿入部２と、前記湾曲部４に
取付けられた牽引ワイヤー３８を間接的に接続し、該牽
引ワイヤー３８を牽引することにより前記湾曲部４を湾
曲させる操作ノブを備えた操作部と、前記湾曲部４及び
挿入部２内に前記牽引ワイヤー３８を挿通するガイド部
材４４とを有する内視鏡において、前記操作ノブの作動
抵抗と湾曲部４の単体の湾曲抵抗と前記牽引ワイヤー３
８・ガイド部材４４間の摩擦力との合力である湾曲抵抗
力が、前記湾曲部４が湾曲した際、内蔵物が発生する曲
げ反力の総和より小さいことを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の内蔵物を有するとともに、少なく
とも一部に湾曲部を有した挿入部と、前記湾曲部に取付
けられた牽引部材を間接的に接続し、該牽引部材を牽引
することにより前記湾曲部を湾曲させる操作手段を備え
た操作部と、
前記湾曲部及び挿入部内に前記牽引部材を挿通するガイ
ド部材とを有する内視鏡において、
前記操作手段の作動抵抗と湾曲部単体の湾曲抵抗と前記
牽引部材・ガイド部材間の摩擦力との合力である湾曲抵
抗力が、前記湾曲部が湾曲した際、内蔵物が発生する曲
げ反力の総和より小さいことを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、挿入部に内視鏡
先端部を湾曲させる湾曲部を有した内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の挿入部は、先端構成部と、湾曲
部及び可撓管部とからなり、挿入部にはイメージガイド
ファイバー、ライトガイドファイバー、鉗子チャンネ
ル、送気・送水チューブ等が内挿されている。また、電
子内視鏡においては、前記イメージガイドファイバーに
代わって内視鏡の先端構成部に固体撮像素子が内蔵さ
れ、挿入部には固体撮像素子と接続する信号ケーブルが
内挿されている。
【０００３】前述のように構成された内視鏡において、
実開平３－５６４０５号公報には、鉗子チャンネルの自
然長を内視鏡本体への取付け長さよりも長くし、軸方向
に圧縮された状態で組付けた内視鏡が開示されている。
【０００４】また、特開昭６３－３５２２２号公報に
は、内視鏡の鉗子チャンネルに曲がり癖をつけた弾性部
材を挿入することにより、湾曲部を湾曲させることを可
能にした内視鏡が開示されている。
【０００５】さらに、実開昭６２－５４７０１号公報に
は、湾曲角度が最大の方向のワイヤー受けの肉厚を、他
の方向のワイヤー受けより大きくした内視鏡が開示され
ている。
【０００６】特開平５－３８３２５号公報には、湾曲角
度が最大の方向以外のワイヤー受けを、湾曲駒の中心を
通る湾曲方向からずれた位置に配した内視鏡が開示され
ている。
【０００７】一方、実開平７－３７１０１号公報には、
ブラシ部とシース部を軟性の接続部材を介して接続した
洗浄用ブラシが開示されている。
【０００８】特開平８－１０３４１０号公報には、ブラ
シ部とシース部を樹脂製の接続部材を介して接続し、前
記シース部と接続との間は融着による固定を行った洗浄
用ブラシが開示されている。
【０００９】さらに、特願平１０－３７１０１２号に
は、映像信号の輝度分布の変位量を基に、照明光の制限
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を行う内視鏡装置が示されている。
【００１０】また、特願平１１－３０４２８１号には、
内視鏡システムの構成機器の接続状態を認識し、信号伝
達手段の断線の有無を判断する手段と、判断結果を報知
する手段とを設けた内視鏡装置システムが示されてい
る。
【００１１】特願平９－１９２０８５号には、湾曲管の
肩口寸法の広い物を湾曲部の中央付近に、狭い物を湾曲
部の先端側と手元側に配置して、湾曲部の中央部付近の
湾曲半径を、先端側や手元側よりも大きくした内視鏡が
示されている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】ところで、内視鏡の挿
入部外径は、より細径化が求められており、そのため挿
入部内に位置する各内蔵物も細径化されている。一般
に、内視鏡に使用されている各内蔵物は細径化されても
材質が変更されることは少なく、また異なる材質を使用
する場合であっても、他の内蔵物に与える影響などから
大幅に硬度などの材料特性が異なる材質を使用すること
はない。そのため、内蔵物を細径化すると、内視鏡の湾
曲部が湾曲するのに伴い各内蔵物が湾曲させられて発生
する、曲げ反力が小さくなってしまう。ここで言う曲げ
反力とは、自然状態では、略ストレート状態である物体
が外力により曲げられた時に、元のストレート状態に戻
ろうとする反力のことである。
【００１３】内視鏡の湾曲部に取付けられた湾曲のため
のワイヤーなどの牽引部材は、手元側では操作部の操作
手段に直接あるいは間接的に固定される。操作手段には
通常、防水のためのＯリングなど操作することに対して
摩擦力を発生する部材を取付けているので、操作部単体
において操作するための作動力量が必要になる。
【００１４】また、湾曲部は一般的に複数の湾曲駒をそ
れぞれ回動自在にリベットを介して接続し、更には水密
構造のために、弾性部材で被覆して形成されているの
で、湾曲部単体においても湾曲するためには、それらの
抵抗に打ち勝つ曲げ力量が必要になる。さらに湾曲部に
取付けられたワイヤーなどの牽引部材は、湾曲部及び挿
入部内においてはガイド部材の中を挿通させられるのが
常なので、ここでも牽引部材とガイド部材の間で摩擦力
が発生する。
【００１５】前記操作部の作動力量と湾曲部の抵抗と牽
引部材・ガイド部材間の摩擦力の総和より、前記内蔵物
の曲げ反力が小さいと、内視鏡の操作ノブから術者が手
を離した、いわゆるフリー状態において、湾曲部の角度
が戻らないという問題があった。一般的に、前記フリー
状態では、湾曲部がストレートになると、挿入時及び抜
去時に意図的に操作ノブを操作して湾曲部をストレート
にする必要がなく操作性が向上する。
【００１６】内視鏡はその要求機能から、湾曲の各方向
によって湾曲角が異なるように設定されている。通常、
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湾曲角が最大になる方向のワイヤーにかかる張力が最大
になるため、ワイヤー受けとの摩擦が最も激しく、断線
しやすいという問題があった。
【００１７】一般的に、湾曲部が湾曲した際の湾曲の頂
点である湾曲部中央付近で、最も曲げ応力が発生し、内
蔵物が座屈しやすい。従来は、湾曲駒の肩口寸法を小さ
くして湾曲半径を大きくしていたが、この構造である
と、一つ一つの湾曲駒の湾曲する角度が小さくなってし
まうため、湾曲駒の数が増えてコストが上がったり、組
立が煩雑になってしまうという問題があった。
【００１８】一方、毛状のブラシ部と挿入部を別体にし
た内視鏡の洗浄用ブラシにおいて、ブラシ部と挿入部と
は半田付けにて固定していたので、固定時には熱がかか
るため固定部をブラシ部からある程度距離を置かねばな
らず、結果として硬質性を有する固定部が長くなってし
まっていた。固定部が長くなると、硬質部長が長く挿通
性がわるくなるという問題があった。
【００１９】また、検査時に画像が見えなくなる不具合
が発生した際には、湾曲部をフリー状態にして注意して
スコープを抜去するように取り扱い説明書などで指示し
ている。しかし、検査時には取り扱い説明書を逐次見な
がら行う訳ではないので、不具合時にはわざわざ取り扱
い説明書の内容を確認しなければならないという問題が
あった。
【００２０】この発明は、前記事情に着目してなされた
もので、その目的とするところは、挿入部の湾曲部を湾曲
するための操作部の操作手段をフリーにすることによ
り、湾曲をストレート方向に動かすことができ、操作性
の向上を図ることができる内視鏡を提供することにあ
る。
【００２１】
【課題を解決するための手段】この発明は、前記目的を
達成するために、複数の内蔵物を有するとともに、少な
くとも一部に湾曲部を有した挿入部と、前記湾曲部に取
付けられた牽引部材を間接的に接続し、該牽引部材を牽
引することにより前記湾曲部を湾曲させる操作手段を備
えた操作部と、前記湾曲部及び挿入部内に前記牽引部材
を挿通するガイド部材とを有する内視鏡において、前記
操作手段の作動抵抗と湾曲部単体の湾曲抵抗と前記牽引
部材・ガイド部材間の摩擦力との合力である湾曲抵抗力
が、前記湾曲部が湾曲した際、内蔵物が発生する曲げ反
力の総和より小さいことを特徴とする。
【００２２】前記構成によれば、操作手段単体の作動力
量と湾曲部単体の湾曲抵抗と牽引部材・ガイド部材間の
摩擦力との合計である湾曲抵抗力が、各内蔵物の曲げ反
力よりも小さいため、湾曲部を湾曲させた後、術者が操
作手段から手を離すと、内蔵物の反力が湾曲抵抗力に勝
って、内視鏡先端部が、略ストレート状態にまで自然に
戻る。内蔵物は通常、チューブ状のテフロン（登録商
標）素材の鉗子チャンネルや、ガラス繊維の集まりで構
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成されたライトガイドなどであるため、曲げられた時に
生じる曲げ反力は前記湾曲抵抗力より大きい場合でも十
分に小さい。たとえ、術者が操作手段から手を離したと
しても、内蔵物の曲げ反力により体壁を傷つけることは
ない。
【００２３】
【発明の実施の形態】以下、この発明の各実施の形態を
図面に基づいて説明する。
【００２４】図１～図８は第１の実施形態を示し、図１
にビデオ内視鏡システムの概略的構成図である。図１に
示すように、電子内視鏡１（以下、内視鏡１という）の
挿入部２には先端構成部３、湾曲部４及び可撓管部５が
設けられている。内視鏡１の操作部６にはユニバーサル
コード７が接続されているとともに、処置具挿入口８が
設けられている。
【００２５】図２は先端構成部３を前方より見た図であ
る。図３は図２中の断面Ａ‐Ｂ‐Ｃ‐Ｄに沿う断面図で
あり、図４は図２中の断面Ｅ－Ｏ－Ｆに沿う断面図であ
る。図２及び図３に示すように、先端構成部３の前面に
は照明用レンズ１１、観察用レンズ１２、観察用レンズ
先端面の洗浄を行う洗浄用ノズル１３、処置具挿通チャ
ンネル１４が設けられている。照明用レンズ１１の後端
には多数の光ファイバーを束ね、その外側にシリコンチ
ューブなどの被覆を施してケーブル状にしたライトガイ
ドファイバー１５が接続されている。
【００２６】ライトガイドファイバー１５は、先端構成
部３から湾曲部４、可撓管部５、操作部６内を通り、ユ
ニバーサルコード７及びコネクタ（図示しない）を経由
して光源装置１６まで延長されている。光源装置１６で
発生した光を照明用レンズ１１に伝送することができ
る。
【００２７】観察用レンズ１２の後端には観察用レンズ
１２を通過した光の像を電気信号に変換する固体撮像素
子１７が接続され、さらにその後側にはケーブル１８が
接続されている。ケーブル１８はライトガイドファイバ
ー１５と同様に先端構成部３から湾曲部４、可撓管部
５、操作部６内を通りユニバーサルコード７に内挿され
ている。
【００２８】ケーブル１８は、両端部にコネクタ２０
ａ，２０ｂを有するスコープケーブル１９を経由してビ
デオプロセッサ２１に接続されており、前記固体撮像素
子１７からの電気信号をビデオプロセッサ２１に伝送す
るようになっている。洗浄用ノズル１３の後端には送気
送水管路２２が接続されている。ビデオプロセッサ２１
は、モニタ２１ａ、VTRデッキ２１ｂ、ビデオディスク２
１ｃ及びビデオプリンタ２１ｄに接続されている。
【００２９】図５は、挿入部２から操作部６にかけての
挿入軸方向の断面図であり、各管路を示したものであ
る。洗浄用ノズル１３の後端に接続された送気送水管路
２２は、先端構成部３から湾曲部４、可撓管部５内を通
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過し、可撓管部５内部で、送気送水管路分岐部２３を介
して送気管路２４と送水管路２５の二股に分かれ、操作
部６内の送気送水シリンダ２６に接続されている。
【００３０】送気送水シリンダ２６には送気送水ボタン
２７が連動するように取付けられており、術者は送気送
水ボタン２７を操作することにより、洗浄用ノズル１３
から送気送水を行うことができる。送水管路２５は操作
部６内で、送気送水シリンダ２６を経由した後、ユニバ
ーサルコード７内を通過し、図６で示すようにコネクタ
９に設けられた送水タンク取付け口２８に接続されてい
る。
【００３１】送水タンク取付け口２８には、図示しない
送水タンクが取付けられ、送水時には水を供給できるよ
うになっている。図４に示すように処置具挿通チャンネ
ル１４の後端側にはチャンネルチューブ２９が接続され
ている。チャンネルチューブ２９は先端構成部３から湾
曲部４、可撓管部５内を通過して操作部６にまで延びて
おり、操作部６内では、図５に示すように分岐部３０を
経由して二股に分岐している。そして、一方は操作部６
の外表面に設けられた処置具挿入口８に接続されてい
る。
【００３２】処置具挿入口８からは、処置具を挿入しチ
ャンネルチューブ２９を経由して処置具挿通チャンネル
１４より処置具を先端に突出させることができる。前記
分岐部３０以降のチャンネルチューブ２９の他端は操作
部６内で吸引シリンダ３１を経由した後、ユニバーサル
コード７内を通過して、図６で示すようにコネクタ９の
吸引口３２に接続されている。吸引口３２には、図示し
ない吸引ポンプを接続することにより、術者が吸引シリ
ンダ３１に連動する吸引ボタン３３を操作して先端構成
部３に設けられた処置具挿通チャンネル１４から吸引し
た液体や、病変などを吸引口より外部タンクヘ搬送する
ことができる。
【００３３】前記チャンネルチューブ２９は、一般的に
ＰＴＦＥなどの樹脂材で形成されている。処置具が通過
可能な内径が確保されており、外径をできるだけ小さく
するために、薄肉のチューブ体となっている。しかしな
がら、処置具の通過時に、処置具外形によりチャンネル
チューブ２９を穿孔させることが無いよう、薄肉にする
には限度がある。
【００３４】チャンネルチューブ２９以外の内蔵物のう
ち、ライトガイドファイバー１５は光ファイバー繊維を
集めた束であるため、挿入軸に対して曲げられる方向に
は弱く、軟らかい。ケーブル１８も数本の芯線もしくは
同軸線からなっており、外径が小さくライトガイドファ
イバー１１と同様に曲げ方向に対しては、軟らかい。
【００３５】送気送水管路２２は、チャンネルチューブ
２９と同様に樹脂製のチューブで形成されているが、一
般的に、チャンネルチューブ２９と比較して、外径が小
さく、内部に処置具を通過させる必要がないことから、
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より薄肉にて形成されている。全ての内蔵物は、外力の
かかっていない自然状態では、内視鏡挿入軸に沿ったス
トレートな形状に形成され、取付けられている。
【００３６】操作部６には湾曲部４を挿入軸に対して上
下方向に湾曲させるＵＤ操作ノブ３４、左右方法に湾曲
させるＲＬ操作ノブ３５、送気送水シリンダ２６と連動
する送気送水ボタン２７、吸引シリンダ３１と連動する
吸引ボタン３３、ビデオプロセッサ２１に信号を送るた
めの複数のスコープスイッチ３６が配置されている。各
操作ノブ３４，３５には、前端を湾曲部４に固定された
牽引ワイヤー３８の後端側が取付けられており、各操作
ノブ３４，３５を術者が回動すると、湾曲部４が湾曲す
る構造になっている。
【００３７】スコープスイッチ３６は電気スイッチにて
構成されており、スイッチのＯＮ／ＯＦＦ動作により、
ビデオプロセッサ２１の各機能、例えば、画像静止や撮
影機能などを作動させることができる。図７は操作部６
の断面図であり、金属部材にて形成されたべース板４０
にＵＤシャフト４１及びＲＬシャフト４２が取付けられ
ている。
【００３８】ＵＤシャフト４１には、ＵＤスプロケット
４３及び、ＵＤ操作ノブ３４が固定されている。ＵＤス
プロケット４３には図示しないがチェーンを介して牽引
部材としての牽引ワイヤー３８が接続されており、ＵＤ
操作ノブ３４を術者が操作すると、ＵＤシャフト４１を
介してＵＤスプロケット４３が動き、牽引ワイヤー３８
を牽引するので、湾曲部４を上下方向に湾曲させること
ができる。左右方向についても同様である。
【００３９】各シャフトは、操作部本体に対して回動す
るため、操作部本体の各シャフト取付け部には防水を保
つため複数のＯリング４７が取付けられている。Ｏリン
グ４７の取付け部において、操作部６と各シャフトの間
のクリアランスは、各Ｏリング４７の肉厚よりも小さ
い。そのため、取付け時にはＯリング４７は操作部本体
と各シャフトの間で押し潰されて変形した状態になる。
この状態で、Ｏリング４７は常に操作部本体と各シャフ
トと接触しており、弾性部材で形成されているため、操
作部６に対して、各シャフトが回動する際には、シャフ
トが回動する方向と逆向きに摩擦力を生じる。
【００４０】また、操作部６には各操作ノブ３４，３５
の回動を規制するＲＬエンゲージノブ４６ａ、ＵＤエン
ゲージノブ４６ｂが設けられている。例えばＲＬエンゲ
ージノブ４６ａを回動させるとＲＬ摩擦板４５がＲＬ操
作ノブ３５に押し当てられ、ＲＬ操作ノブ３５の回動を
止める。エンゲージ解除状態では、ＲＬエンゲージノブ
４６ａとＲＬ操作ノブ３５は互いに回動可能になってお
り、両者の間にも防水のためにＯリング４７が配されて
いる。ＵＤエンゲージノブ４６ｂとＵＤ操作ノブ３４の
間も同様である。
【００４１】図８は湾曲部４及び可撓管部５の挿入軸方
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7
向の断面図である。湾曲部４は複数の湾曲駒４８からな
っており、各々の湾曲駒４８は互いに回動可能にリベッ
ト４９を介して組付けられている。先端側の駒には牽引
ワイヤー３８の前端が固定されており、先端以外の湾曲
駒４８にはパイプ状の複数のガイド部材５０がその軸方
向が挿入軸と平行になるよう、湾曲駒４８の内周に固定
されている。可撓管部５の内周にも同様に、金属線を螺
旋状に巻いてコイル状に形成したコイルパイプ５１が設
けられている。牽引ワイヤー３８は、湾曲部４の内部で
はガイド部材５０内を可撓管部５の内部では前記コイル
パイプ５１内を挿通し、操作部６に取付けられている。
【００４２】次に、第１の実施形態の作用について説明
する。
【００４３】前述のように牽引ワイヤー３８は前側では
湾曲部４に後端側ではチェーンその他を介して操作ノブ
３４，３５に固定されており、操作ノブ３４，３５を回
動させると、牽引ワイヤー３８が牽引され、前記ガイド
部材５０の内部とコイルパイプ５１の内部を挿入軸方向
に前後に摺動する。
【００４４】湾曲部４が湾曲すると、全ての内蔵物は、
湾曲部４に沿って曲げられる。全ての内蔵物は、自然状
態ではストレートに形成されているため、曲げられた際
には、元のストレートな状態に戻ろうとする反力を発生
する。この反力は、内蔵物が最も曲げられた時が最大と
なり、湾曲が小さくなる、つまり曲げが小さくなるに従
って反力も小さくなる。
【００４５】湾曲部４が湾曲状態からストレートに戻る
には牽引ワイヤー３８がガイド部材５０及びコイルパイ
プ５１内を湾曲方向とは逆向きに摺動して戻らなくては
ならない。そのため、牽引ワイヤー３８とガイド部材５
０とコイルパイプ５１の間に摩擦力が生じる。また、牽
引ワイヤー３８は後端側では複数の部材を介して操作ノ
ブ３４，３５に接続されているため、操作ノブ３４，３
５も湾曲が戻る方向に回動しなくてはならない。
【００４６】操作ノブ３４，３５が回動する際には、操
作部本体、各シャフト、各エンゲージノブ間に設けられ
たＯリング４７が摩擦部材として働く。更に、湾曲部４
は複数の湾曲駒４８が互いにリベット４９を介して回動
可能な構造になっており、湾曲部４の水密を確保するた
めに弾性部材で被覆されているため、湾曲部単体であっ
ても湾曲する際には抵抗力を生じる。
【００４７】この結果、術者が操作ノブ３４，３５から
手を離した際には、先端部の内蔵物の反力により、湾曲
部４はストレートになる方向に戻ろうとするが、Ｏリン
グ４７の摩擦力による操作ノブ３４，３５の回動抵抗
と、牽引ワイヤー３８、ガイド部材５０、コイルパイプ
５１間の摺動による牽引ワイヤー間摩擦と、湾曲部単体
の抵抗が発生し、湾曲が戻るに従って小さくなっていく
内蔵物反力が、前記操作ノブ３４，３５の回動抵抗と牽
引ワイヤー間摩擦と湾曲部単体抵抗の合力と釣り合う位
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置で、湾曲が止まる。
【００４８】以下、前述の合力を湾曲抵抗力として記載
する。
【００４９】挿入部２の湾曲部４の湾曲時に、内蔵物反
力が、常に湾曲抵抗力より大きいならば、術者が操作ノ
ブ３４，３５から手を離したいわゆるフリー状態にする
ことで、湾曲部４は自然にストレート状態までに戻る。
【００５０】最大湾曲時に、内蔵物反力が、湾曲抵抗力
より大きいならば、最大湾曲をかけたあと、術者が操作
ノブ３４，３５から手を離すことにより、湾曲部４はス
トレート方向に戻る。術者を湾曲が戻ることによる視野
の動きを見ることにより、湾曲部４がストレートになる
視野方向を知ることができる。
【００５１】大腸挿入時には、Ｓ字状結腸の通過の際、
湾曲をかけて腸を手繰り寄せてＳ字を直線化することを
行う。直線化の際、管腔を探しながら湾曲部４をストレ
ートにするために、操作ノブ３４，３５から手を離して
ストレートになる方向を視野で確認し、その方向に湾曲
を戻せば良い。
【００５２】内蔵物反力と、湾曲抵抗力が、湾曲部４が
１８０°以下の時に釣り合う場合、操作ノブ３４，３５
から手を離すと、湾曲部４は前記力が釣り合う位置、つ
まり湾曲が１８０°以下の位置まで戻る。１８０°以下
に湾曲が戻っていれば、抜去時に体壁に接触した際、体
壁から力を受けて常に湾曲がストレートになる方向に湾
曲部４が湾曲するため、わざわざ湾曲部４を術者がスト
レートに戻すことなく抜去できる。
【００５３】内蔵物反力が、湾曲抵抗力と、湾曲部４が
略ストレートの時に釣り合う場合、操作ノブ３４，３５
から手を離すと、湾曲部４が略ストレートに戻り、屈曲
した管腔内で内視鏡１を挿入していく際に、湾曲部４が
曲がったまま内視鏡１のを押して挿入不能になってしま
うことが無く、常に内視鏡１の先の管腔を湾曲部４がス
トレート状態で捕らえやすくなり、挿入しやすい。
【００５４】本実施形態によれば、湾曲時に、内蔵物の
反力が、湾曲抵抗力より大きければ、操作ノブ３４，３
５から手を離すだけで、湾曲をストレート方向に動かす
ことができる。
【００５５】湾曲が最大のとき、内蔵物の反力が、湾曲
抵抗力より大きい場合は、視野の動きから湾曲部４のス
トレート方向を知ることができ、ストレートにしたい時
に視野内でどちらに湾曲させれば良いか把握でき、操作
性が向上する。
【００５６】釣り合う位置が１８０°以下であれば、操
作ノブ３４，３５から手を離すだけで抜去できる湾曲形
状になり、操作性が向上する。
【００５７】釣り合う位置が略ストレートであれば、操
作ノブ３４，３５から手を離すだけで湾曲部４が略スト
レートになり、操作性が向上する。
【００５８】図９及び図１０は第２の実施形態を示し、
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図９は内視鏡１の挿入部２の湾曲部４がストレートにな
った際の挿入軸方向の断面図である。チャンネルチュー
ブ２９が先端構成部３に設けられた処置具挿通チャンネ
ル１４の後端に接続されている。前記チャンネルチュー
ブ２９の後端は操作部６内で分岐部３０に接続されてい
る。分岐部３０は硬質部材で形成されており、操作部６
の内壁に固定されている。
【００５９】図１０は内視鏡１の挿入部２の湾曲部４に
おける最大湾曲角が最も大きい方向に最大に湾曲した際
の挿入軸方向の断面図である。チャンネルチューブ２９
は湾曲部４内の軸方向に垂直な断面内では、挿入軸に対
して湾曲形状の外周よりに位置する。処置具挿通チャン
ネル１４の後端から分岐部３０の前端までにかけて、チ
ャンネルチュープ２９の軸の描く軌跡は内視鏡湾曲中心
軸の描く軌跡より長い。
【００６０】次に、第２の実施形態の作用について説明
する。
【００６１】湾曲部４のストレート状態では、湾曲部４
の軸中心の軌跡とチャンネルチューブ２９の軸の軌跡の
長さＬ1は同一である。最大に湾曲する方向の最大湾曲
時に、チャンネルチューブ２９の軸が描く軌跡Ｌ2が、
内視鏡湾曲中心軸の描く軌跡より長くＬ1＜Ｌ2となる。
【００６２】そのため、先端側では先端構成部３に後端
側では分岐部３０に固定されたチャンネルチューブ２９
は長い軌跡を描こうとして、引っ張り力が作用する。そ
の反作用として、挿入部２には先端構成部３から分岐部
３０にかけては圧縮力が作用する。
【００６３】この圧縮力は、チャンネルチューブ２９が
元の長さに戻ろうとする方向、つまり湾曲をストレート
に戻そうという方向に働く。操作ノブ３４，３５から手
を離した状態では、第１の実施形態で述べたように、内
蔵物の反力と、湾曲抵抗力が釣り合う位置まで湾曲が戻
るが、本実施形態では、チャンネルチューブ２９が湾曲
部４に及ぼす圧縮力により内蔵物の反力がより大きくな
り、釣り合いの位置がより湾曲の小さい側になる。
【００６４】本実施形態によれば、操作ノブ３４，３５
から手を離した際に、より湾曲が小さくなる位置まで、
つまり、よりストレートに近い状態まで湾曲が戻り、操
作性が向上する。
【００６５】図１１及び図１３は第３の実施形態の比較
例であり、図１２及び図１４は第３の実施形態を示す。
図１１、図１２は湾曲部４が湾曲した際の挿入軸方向の
断面図である。
【００６６】図１２に示す、湾曲部４は複数の互いに回
動可能な湾曲駒４８から構成されている。各湾曲駒４８
にはパイプ状のガイド部材５０が内周に取付けられてい
る。牽引ワイヤー３８がガイド部材５０の内部を挿通さ
せて湾曲部４内を走行している。図中、上側が湾曲の上
方向である。通常、上方向の最大湾曲角が他方向の湾曲
に比べて大きく、最大になっている。上側に位置するガ
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イド部材５０の個数は、他の湾曲方向よりも多くなって
おり、そのため、挿入軸方向に隣り合ったガイド部材５
０間の距離が他方向より短い。
【００６７】図１１に示す比較例の湾曲部４は、上側の
ガイド部材５０の個数と、下側のガイド部材５０の個数
を同数にしている。図１２は上側のガイド部材５０の個
数を下側より多くしたものである。図１３は、図１１中
のＧ部の拡大図であり、牽引ワイヤー３８の中心を１点
鎖線、図中のガイド部材５０の中心を２点鎖線で示して
いる。両者のなす角はθ1である。同様に図１４は、図
１２中のＨ部の拡大図であり、図１３と同様に１点鎖線
で牽引ワイヤー３８の中心を、２点鎖線でガイド部材５
０の中心を示しており、両者のなす角はθ2である。θ1
＞θ2である。
【００６８】次に、第３の実施形態の作用について説明
する。
【００６９】最大湾曲角が、最も大きい上方向に湾曲す
る際、内蔵物の反力により生じる力が最大になることに
伴い、牽引ワイヤー３８を牽引する力も最大になる。こ
の時、牽引ワイヤー３８が牽引される力が最大なので、
それにより生じるガイド部材５０と牽引ワイヤー３８間
の摩擦力も最大となる。
【００７０】ガイド部材５０と牽引ワイヤー３８の間に
生じる摩擦力は、牽引ワイヤー３８がガイド部材５０に
及ぼすガイド部材５０の軸方向に対して垂直な分力の大
きさにより決まる。ガイド部材５０間の個数を、最大湾
曲角が最大である方向では、他の方向に比べて大きくし
ているので、各ガイド部材５０間の距離が短い。
【００７１】そのため、ガイド部材５０両端で牽引ワイ
ヤー３８の軸とガイド部材５０の軸がなす角度はガイド
部材５０の個数が少なく、ガイド部材５０間の距離が大
きい場合よりも小さい角度で済む。
【００７２】ガイド部材５０の軸と牽引ワイヤー３８の
軸のなす角度が小さいと、牽引ワイヤー３８がガイド部
材５０から受けるガイド部材５０の軸に垂直な方向の分
力も小さくなる。ガイド部材５０と牽引ワイヤー３８の
間に発生する摩擦力は、牽引ワイヤー３８がガイド部材
５０から受けるガイド部材５０の軸に垂直な方向の分力
の大きさに比例するため、前記分力が小さいと、牽引ワ
イヤー３８が個々のガイド部材５０と接触する箇所にお
ける摩擦力が小さく、牽引ワイヤー５０の摩耗も少なく
て済む。
【００７３】この時、最大湾曲角が最大の方向のみガイ
ド部材５０の個数を多くするので、いたずらにガイド部
材５０の個数が増えることが無く、組立性を損ねない。
また、ガイド部材５０の個数を増やすのではなく、最大
湾曲角が最大の方向のみガイド部材５０の軸方向長さを
長くしても良い。
【００７４】また、最大湾曲角が最大の方向のみガイド
部材５０の内径を他よりも大きくしても次のような効果
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が得られる。
【００７５】通常、ガイド部材５０と牽引ワイヤー３８
間の摩擦力は、ガイド部材５０の軸と牽引ワイヤー３８
のなす角度で主に決まるが、ガイド部材５０と牽引ワイ
ヤー３８のクリアランスがある程度小さい時には、その
クリアランスの大きさも起因する。クリアランスを大き
くするとガイド部材５０の外径が大きくなってしまうの
で、湾曲部４の軸方向に垂直な断面において、ガイド部
材５０の外径が大きくなることによる充填率の増大が生
じ、内蔵物の動くスペースが少なくなって湾曲時の内蔵
物の耐性が落ちる。最大湾曲角が最大の方向のみ前記ク
リアランスを大きくすることにより、内蔵物の耐性を確
保したまま、牽引ワイヤー３８の摩耗を防ぐことができ
る。
【００７６】本実施形態によれば、組立性を損ねないま
ま、牽引ワイヤー３８の摩耗を減らし、耐性を向上でき
る。
【００７７】図１５は開示例１を示し、内視鏡管路内の
洗浄用ブラシの軸方向の断面図である。洗浄用ブラシ
は、ブラシ部６０と可撓性を有するシース部６１から構
成されている。シース部６１とブラシ部６０は金属製の
接続部６３を介して接続されている。シース部６１は細
い金属素線を撚合してなる芯材としてのワイヤー６２の
外周に例えばテフロンなどの樹脂を被覆してシース状に
作られている。
【００７８】前記ブラシ部６０は捩じり合わす保持ワイ
ヤー６５の間に多数の樹脂製の毛状部材６４を挟み込ん
でなり、保持ワイヤー６５の先端には、これを使用する
機器などを傷つけないための保護用先端チップ部材６６
が固定的に取付けられている。
【００７９】パイプ状に形成した接続部６３の後端側か
ら、シース部６１の先端側から樹脂より突出したワイヤ
ー６２の先端部分を接続部６３に挿入し、接続部６３を
外部から内径がワイヤー外径と同じになるまで押し潰
す、いわゆるカシメを行うことにより、接続部６３とシ
ース部６１は固定されている。接続部６３の前側におい
ては、前記ブラシ部６０の保持ワイヤー６５を接続部６
３に挿入し、後端側と同様に、カシメを行うことによ
り、接続部６３とブラシ部６０を固定している。
【００８０】次に、開示例１の作用について説明する。
【００８１】ブラシ部６０の毛状部材は樹脂でできてお
り、接続部６３とブラシ部６０を固定する際に、ロー付
けなど熱を使用する方法を用いた場合は、ロー付けする
固定部をブラシ部６０と離さなくてはならず、その結
果、先端から接続部６３の後端までの硬質性を有す長さ
であるいわゆる硬質長が長くなり、内視鏡の管路内に挿
入し、管路の屈曲部を通過させようとする時に挿入しづ
らかった。
【００８２】本開示例１では、熱を用いずカシメ固定を
行うため、接続部６３を短くしたり、接続部６３の前端
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から毛状部材までの距離を縮めたりすることが可能で、
結果として、洗浄用ブラシの先端から接続部材後端まで
の距離を短くでき、先端硬質長も短くできる。従って、
先端硬質長短縮による洗浄用ブラシの挿入性が向上す
る。
【００８３】図１６は開示例２を示し、開示例１の変形
例である。図１６は洗浄用ブラシの組立手順を示した図
である。
【００８４】接続部６３は、後側では開口部６３ａが一
つであり、前側では開口部６３ｂ，６３ｃを二つ有する
二股形状をしている。ブラシ部６０の保持ワイヤー６５
は二股である前側から接続部６３に挿入されている。シ
ース部６１のワイヤー６２は接続部６３後端の開口部６
３ａから前側の開口部６３ｂ，６３ｃの一方に挿通させ
ている。シース部６１のワイヤー６２は二股の開口部６
３ｂ，６３ｃのうち、ブラシ部６０の保持ワイヤー６５
が挿入されている側とは異なる側の開口部に向けて挿通
させている。開示例１と同様に、接続部６３をカシメ
て、ブラシ部６０と接続部６３、接続部６３とシース部
６１を固定している。
【００８５】次に、開示例２の作用について説明する。
【００８６】通常の組立時には、シース部の先端に樹脂
より突出したワイヤー６２を接続部６３内に挿通させ、
その後カシメ固定するが、本開示例では、接続部６３と
ブラシ部６０を接続する側が二股になっているので、シ
ース部６１のワイヤー６２を接続部６３の開口部６３ａ
からブラシ部６０が挿入されていない側の開口部６３ｃ
に向けて挿通させることができる。
【００８７】このため、接続部６３にブラシ部６０を固
定した後、シース部６１と接続部６３の組立時にはシー
ス部６１のワイヤー６２を接続部６３の二股開口部６３
ｃから先端が突出するまで挿通させ、カシメ固定した
後、突出分のワイヤー６２を切断すればよく、組立が容
易になり、組立性が向上するという効果がある。
【００８８】図１７は開示例３を示し、モニタ２１ａの
画面表示を表したものである。通常ビデオスコープで
は、内視鏡１の先端構成部３に搭載された固体撮像素子
１７からの電気信号をコネクタ２０ａ、スコープケーブ
ル１９、コネクタ２０ｂを介してビデオプロセッサ２１
まで伝送する。ビデオプロセッサ２１では、伝送された
電気信号を画像信号に変換し、モニタ２１ａ上の画像表
示エリア６８に表示する。ビデオプロセッサ２１内には
画像信号を使用して、モニタ２１ａ上の画像表示エリア
６８のうち、例えばおよそ９５％以上が、黒もしくは灰
色などの暗部信号で占められたまま、数秒以上、例えば
３秒程度経過した場合、画像異常という認識を行うプロ
グラムが搭載されている。
【００８９】画像異常という認識の信号が出力された
後、その出力をスイッチとして、モニタ２１ａ上の画像
表示エリア６８外の画像外エリア６９に注意文７０を表
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示するプログラムが搭載されている。注意文７０は、例
えば、「アングルをフリーにして下さい。」「送気・送
水・吸引を行わないで下さい。」「処置具を抜いて下さ
い。」など、通常取り扱い説明書に記載されている注意
事項である。
【００９０】次に、開示例３の作用について説明する。
【００９１】通常、術者が画像を見て、画像の異常を感
じ、装置を止めて抜去などの対応を行う。本開示例で
は、画像信号のうち、暗部信号の割合により、画像異常
を術者に自動的に告知することができ、それに従い注意
文、指示文などをモニタ２１ａ上に表示するため、術者
が画像異常を見落としにくく、画像異常時にも取り説な
どを他のドキュメントの検索をする必要がない。従っ
て、画像異常時の見落とし防止及び異常時の対応が容易
となる。
【００９２】図１８（ａ）（ｂ）は開示例４を示し、
（ａ）は湾曲部４の先端に位置する先端駒７１の軸方向
の側面及び断面図、（ｂ）は（ａ）の断面Ｉ－Ｉであ
る。先端駒７１には側壁を切り曲げたワイヤー固定部７
３が設けられ、牽引ワイヤー３８の先端を例えば半田な
どで固着させている。
【００９３】ワイヤー固定部７３はＵＰ方向を基準とし
て、周方向に約９０°毎４本分設けられており、それぞ
れＵＰ、ＤＯＷＮ、ＲＩＧＨＴ、ＬＥＦＴ方向のワイヤ
ーを固定している。先端駒７１には前端から軸方向に切
り欠き部７２が２箇所設けられ、内周と外部とを連通さ
せている。
【００９４】切欠き部７２は、ＵＰ方向を基準に、例え
ば、正面方向から向かって反時計回りに４５°の位置に
１箇所、そこを基点に１８０°対面にもう１箇所設けら
れている。４５°の位置の切欠き部７２に対して、ＤＯ
ＷＮ方向のワイヤー固定部は正面方向から向かって反時
計回り約１３５°の位置に、ＬＥＦＴ方向のワイヤー固
定部７３は時計回りに約１３５°の位置に設けられてい
る。前記４５°の位置の切欠き部７２に１８０°対向す
るもう一つの切欠き部７２に対して、ＵＰ方向のワイヤ
ー固定部７３は反時計回りに約１３５°離れた位置に、
ＲＩＧＨＴ方向のワイヤー固定部７３は時計回りに約１
３５°離れた位置に設けられている。
【００９５】切欠き部７２の後端は、軸方向において各
ワイヤー固定部７３の前端直前に位置している。前記切
欠き部７２の幅は、例えば、直径６ｍｍ程度の先端駒７
１に対して１．５ｍｍ程度の大きさを有しており、外部
から切欠き部７２を通して、先端駒７１の内周のワイヤ
ー固定部７３が確認できる。
【００９６】次に、開示例４の作用について説明する。
【００９７】ワイヤーの固定作業は、通常ワイヤーをワ
イヤー固定部７３に挿入し、半田を流して行う。２箇所
の切欠き部７２が各々２個のワイヤー固定部７３に対し
て、時計周りもしくは反時計回りに１３５°程度離れた
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位置に設けられているため、作業者は、先端駒７１の外
部から切欠き部７２を通し、ワイヤー固定部７３を確認
できる。そのため、半田の流れ具合や、半田が固まった
後、余分な半田を削りとる作業などを容易に確認しなが
ら行うことができる。
【００９８】切欠き部７２の後端はワイヤー固定部７３
の前端より前に位置しているため、切欠き部７２がワイ
ヤー固定部７３の位置を制限してしまうことは無い。ま
た、切欠き部７２が多いほど先端駒７１が変形しやすく
なり、強度が落ちてしまうが、１箇所の切欠き部７２で
２箇所のワイヤー固定部７３を確認できるため、切欠き
部７２は全部で２箇所で済み、強度が大幅に落ちること
も無く、作業性の向上を図ることができる。
【００９９】図１９は開示例５の比較例で、図２０は開
示例５を示し、図１９及び図２０は湾曲部４の挿入軸方
向の断面図である。図１９に示すように、湾曲部４は複
数の湾曲駒４８がリベット４９を介して互いに回動可能
に接続されている。内視鏡挿入軸方向に対し、垂直方向
に稼動する単一駒（以下２方向駒）と、垂直方向に稼動
する湾曲駒４８と、水平方向に稼動する湾曲駒４８とを
組合せ、水平・垂直両方向に稼動可能とした４方向駒
を、挿入軸方向に複数組合わせて、ＵＰ、ＤＯＷＮ、Ｒ
ＩＧＨＴ、ＬＥＦＴの４方向に各々所望の湾曲角度分湾
曲するように組合わされている。
【０１００】湾曲の際、隣り合った湾曲駒４８が当接し
て湾曲形状が形成される。各湾曲駒４８の軸方向長さが
長い部分では湾曲半径が大きく、短い部分では、湾曲半
径は小さくなる。図１９は比較例の湾曲部４の構成であ
り、軸方向における湾曲部４の手元側には軸方向の長さ
の長い２方向駒同士が組み合わされた４方向駒が配置さ
れ、大きな湾曲半径Ｒ2を形成している。先端側には軸
方向の長さの短２方向駒同士が組み合わされた４方向駒
が配置され小さな湾曲半径Ｒ1を形成し、Ｒ2＞Ｒ1とな
っている。
【０１０１】図２０は開示例５を示し、軸方向における
湾曲部４の中央部では軸方向の長さの長い２方向駒が組
合わされた４方向駒が配置され、大きな湾曲半径Ｒ3を
形成している。湾曲部４の手元側では、軸方向長が長い
２方向駒と短い２方向駒の組み合わせにより、４方向駒
が形成されており、４方向駒の全長は、長い駒２個によ
り形成された４方向駒の全長より短く、短い駒２個によ
り形成された４方向駒の全長より長くなっている。湾曲
部４の中央部の湾曲半径はＲ2である。湾曲部４の先端
側には長さが短い２方向駒同士が組み合わされた４方向
駒が配置され、全長が最も短くなっている。湾曲部４の
先端側の湾曲半径は、Ｒ1であり、Ｒ3＞Ｒ2＞Ｒ1となっ
ている。
【０１０２】次に、開示例５の作用について説明する。
【０１０３】２種類の軸方向長さの湾曲駒４８の組み合
わせを変えることにより、４方向駒の軸方向の長さを３
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段階に分けて形成することができる。そのため、湾曲半
径も３段階に形成することができる。通常、湾曲部４が
最大に湾曲した際には、内蔵物の可撓性、湾曲駒４８の
配列により、湾曲形状が決まる。湾曲半径が、極端に他
の箇所より異なる部分で、チャンネルチューブ２９内壁
の処置具挿通時の削れが激しくなり、穴あきが発生しや
すくなる。
【０１０４】通常、湾曲部４の頂点において、処置具の
チャンネルチューブ２９の内壁の削れが発生しやすい。
そのため、湾曲部４の頂点である湾曲部４の中央付近の
湾曲半径を大きくすると、削れを防ぐ事ができる。ま
た、湾曲部４の手元側、すなわち、湾曲しているチャン
ネルチューブ２９に処置具が挿通開始する位置において
も処置具がチャンネルチューブ２９の内壁に接触しやす
く湾曲半径が大きい事が望ましい。
【０１０５】しかしながら、湾曲部４の頂点ほどはチャ
ンネルチューブ２９の削れは発生しにくいので、湾曲部
４の中央付近と同じ長さの湾曲駒４８を用いて湾曲半径
を大きくすると、不必要に湾曲部４の長さが長くなって
観察に支障をきたしてしまう。本開示例では、長さの異
なる２方向駒を用いて中間の長さをもつ４方向駒を形成
することにより、いたずらに湾曲長を伸ばすこと無く、
湾曲部４の手元側の湾曲半径を大きくすることができる
ので、手元側におけるチャンネルチューブ２９の削れを
防ぎ、耐性を向上させることができる。
【０１０６】また、湾曲駒４８の種類も増えないので、
様々な駒を識別しなくてはならないようなことがなく、
組立性を損ねる事はない。また、コストの上昇も少な
い。
【０１０７】従って、コストを上げたり組立て性を損ね
ることなく、また、不必要に湾曲長を伸ばすことなく、
４方向駒の軸方向長さの種類を増やし、各部の湾曲半径
を最適にし、チャンネルの耐性を向上させる図２１及び
図２２は開示例６を示し、図２１は挿入部２を形成する
可撓管部５と操作部６との接続部を示し、図２２は図２
１のＪ部を拡大した断面図である。可撓管部５は挿入時
の機能上、自由に曲げられる可撓性を有している。一
方、操作部６は硬質であるため、可撓管部５と操作部６
との接続部においては可撓管部５が術中、曲げられる
と、接続部で応力が集中し、可撓管部５が座屈し易い。
【０１０８】そのため、軸方向の断面積を操作部６から
可撓管部５にかけて徐々に小さくなるような、弾性ゴム
で形成した、折れ止め７５で覆われている。チャンネル
チューブ２９は可撓管部５内を通過して操作部６と可撓
管部５との接続部の内部に位置する、分岐部３０に後端
が接続されている。前記折れ止め７５の内部に位置する
部分のチャンネルチューブ２９の外表面には螺旋状の溝
部が設けられている。螺旋状の溝部には、金属コイル７
４が巻き付けられている。チャンネルチューブ２９は、
一端に金属コイルを巻きつけた箇所を設けた部材を、前
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後逆さにした２本を図２２に示すように、金属のチャン
ネル接続部材６７を介して接続し、両端に金属コイルを
巻きつけた１本のチャンネルとして形成している。前記
チャンネル接続部材６７の位置する部分においては、チ
ャンネルチューブ２９を薄肉にし、チャンネル接続部材
６７が取付けられても外径が増加しないよう形成されて
いる。
【０１０９】次に、開示例６の作用について説明する。
【０１１０】可撓管部５が操作部６に対して曲げられる
際、可撓管部５の曲げ半径を折れ止め７５で規制してい
るが、予想外の外力により、小さな湾曲半径で折れ止め
７５が曲げられてしまうことがある。折れ止め７５の内
部に位置するチャンネルチューブ２９は、小さな半径で
曲げられると、座屈してしまうが、チャンネルチューブ
２９には肉薄になるように溝部が設けられているので、
より小さい半径で曲げやすくなっており、かつ、金属の
コイルで補強されているので、座屈し難い。
【０１１１】溝がついて薄肉になった部分と、通常の肉
厚部が連続している領域は、コイルを巻きつける前には
応力が集中して折れ易く、破れ易い。そのため両端に溝
部を作って金属コイルを巻きつけようとすると、どうし
ても巻き付け作業をする反対側の溝部で破損が生じ易
い。すなわち、片側にのみに、金属コイルを巻きつけら
れた２本の部材同士をつなぎ合わせることにより、形成
が容易になっている。従って、折れ止め部での、チャン
ネルチューブの座屈を防止し、耐性を向上する。
【０１１２】前記各実施形態及び開示例によれば、次の
ような構成が得られる。
【０１１３】（付記１）複数の内蔵物を有するととも
に、少なくとも一部に湾曲部を有した挿入部と、前記湾
曲部に取付けられた牽引部材を間接的に接続し、該牽引
部材を牽引することにより前記湾曲部を湾曲させる操作
手段を備えた操作部と、前記湾曲部及び挿入部内に前記
牽引部材を挿通するガイド部材とを有す内視鏡におい
て、前記操作手段の作動抵抗と湾曲部単体の湾曲抵抗と
前記牽引部材・ガイド部材間の摩擦力との合力である湾
曲抵抗力が、前記湾曲部が湾曲した際、内蔵物が発生す
る曲げ反力の総和より小さいことを特徴とする内視鏡。
【０１１４】（付記２）前記湾曲部が最大湾曲した際
の、湾曲抵抗力が内蔵物の曲げ反力の総和より小さいこ
とを特徴とする付記１記載の内視鏡。
【０１１５】（付記３）前記湾曲部の湾曲角が略１８０
度となる位置より小さい湾曲角で、湾曲抵抗力と内蔵物
の曲げ力の総和が釣り合うことを特徴とする付記１記載
の内視鏡。
【０１１６】（付記４）前記湾曲部の湾曲角が略３０度
以下で、湾曲抵抗力と内蔵物の曲げ力の総和が釣り合う
ことを特徴とする付記1記載の内視鏡。
【０１１７】（付記５）前記内蔵物のうちチューブ状部
材の自然長が、湾曲部が最大湾曲した際に前記チューブ
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状部材が走行する長さより短いことを特徴とする付記１
～４のいずれかに記載の内視鏡。
【０１１８】（付記６）前記内蔵物のうち鉗子チャンネ
ルの自然長が、湾曲時に鉗子チャンネルが走行する長さ
より短くしたことを特徴とする付記１～５のいずれかに
記載の内視鏡。
【０１１９】（付記７）前記内蔵物のうち鉗子チャンネ
ルの位置は、最大湾曲角を有す方向とは反対側に位置さ
せたことを特徴とする付記１～５のいずれかに記載の内
視鏡。
【０１２０】（付記８）複数の互いに回動可能な湾曲駒
から構成される湾曲部を有し、前記湾曲駒の最先端駒に
固定された牽引部材を有し、前記牽引部材の後端を固定
し術者が操作することにより前記湾曲部を湾曲させる操
作部を有し、前記牽引部材のガイドとなる複数のガイド
部材を前記湾曲駒の内周に取付けた内視鏡において、湾
曲方向が最大になる側の前記ガイド部材の総全長を他の
方向のガイド部材の総全長よりも長くしたことを特徴と
する内視鏡。
【０１２１】（付記９）前記湾曲角が最大になる方向の
ガイド部材の個数を最も多くしたことを特徴とした付記
８記載の内視鏡。
【０１２２】（付記１０）前記湾曲角が最大になる方向
のガイド部材間の軸方向距離を、他の方向より狭めたこ
とを特徴とする付記８記載の内視鏡。
【０１２３】（付記１１）前記湾曲角が最大になる方向
のガイド部材の内径を他よりも大きくしたことを特徴と
する付記８記載の内視鏡。
【０１２４】（付記１２）複数の毛状部材からなるブラ
シ部と、前記ブラシ部の後端に別体として接続されたシ
ース状の挿入部からなり、前記ブラシ部と挿入部の間に
パイプ状の接続部材を設けた内視鏡用のブラシにおい
て、前記ブラシ部の後端及び挿入部の前端は円柱状形状
をしており、パイプ状の接続部材の前端或いは後端より
接続部材の内部に挿入した後、前記接続部材を外力によ
り内径の小さくなる方向に塑性変形させるカシメ固定に
より、前記ブラシ部及び挿入部を前記接続部材に接続固
定したことを特徴とするブラシ。
【０１２５】（付記１３）前記接続部材は一端を二又状
に形成したことを特徴とする付記１２記載のブラシ。
【０１２６】（付記１４）前記挿入部は芯線にシースを
被覆した構造としてブラシ部が接続される側を二又にし
たことを特徴とする付記１２記載のブラシ。
【０１２７】（付記１５）前記接続部材の内周に周方向
にネジ状の溝を有する付記１２または１３記載のブラ
シ。
【０１２８】（付記１６）前記接続部材の内周の軸方向
に内周側に凸な溝部を設けたことを特徴とする付記１２
または１３記載のブラシ。
【０１２９】（付記１７）電子内視鏡の固体撮像素子か
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らの画像信号を処理し、内視鏡観察画像をモニタ上に表
示可能としたプロセッサにおいて、モニタ表示内の画像
信号の黒色の割合が一定を越え、かつその状態が一定時
間以上継続されたことを認識する機能を有することを特
徴とするプロセッサ。
【０１３０】（付記１８）モニタ表示内の画像信号の黒
色の割合が一定を越え、かつその状態が一定時間以上継
続されたことを認識したとき、モニタ上に文章もしくは
指示表示を行う機能を備えたことを特徴とする付記１７
記載のプロセッサ。
【０１３１】（付記１９）複数の互いに回動可能な湾曲
駒からなる湾曲部を有し、前記湾曲部は、上下に回動可
能な二方向駒と、前記二方向駒２ヶを９０°ずらして組
合わせた上下左右に回動可能な四方向駒からなり、少な
くとも一つの四方向駒は、軸方向長さの異なる２種類の
２方向駒を組合わせてなることを特徴とする内視鏡。
【０１３２】（付記２０）前記長、短２種類の軸方向長
さを有す二方向駒を、短い二方向駒同士、長い二方向駒
同士、長さの異なる長短の二方向駒の組み合わせの合計
３種類の長さを有する四方向湾曲駒を設けたことを特徴
とする付記１９記載の内視鏡。
【０１３３】（付記２１）前記長い二方向駒同士の組み
合わせの四方向駒を湾曲部の中央部付近に、長さの異な
る駒を組合わせた四方向駒を手元側付近に、短い二方向
駒同士の組み合わせの四方向駒を湾曲部の先端側付近に
位置させたことを特徴とする付記１９記載の内視鏡。
【０１３４】付記１によれば、操作手段単体の作動力量
と湾曲部単体の湾曲抵抗と牽引部材・ガイド部材間の摩
擦力との合計である湾曲抵抗力が、各内蔵物の曲げ反力
よりも小さいため、湾曲部を湾曲させた後、術者が操作
手段から手を離すと、内蔵物の反力が湾曲抵抗力に勝っ
て、内視鏡先端部が、略ストレート状態にまで自然に戻
る。また、例えば、内視鏡の先端部を体壁に近接させす
ぎて視野全体が赤くぼけた状態になってしまう、いわゆ
る赤玉状態においては、視野が確保できないため湾曲さ
せるべき方向が分らなくなってしまうが、前述のように
操作手段から術者が手を離しフリー状態にすることによ
り、湾曲部がストレート方向、つまり体壁から離れる方
向に自然に移動させることができ、視野確保が容易にで
きる。
【０１３５】付記２によれば、湾曲部が最大湾曲した際
に、術者が操作手段から手を離すと、内蔵物の曲げ反力
が湾曲抵抗力に勝って、内蔵物の曲げ反力が小さくなる
方向、つまりストレート方向に湾曲部が湾曲する。内視
鏡先端部が体壁に近接しすぎて赤玉状態になり、視野確
保できない状態になった場合でも、術者は操作手段から
手を離し湾曲部をフリー状態にすれば、視野がストレー
トになる方向に動く。そのため、術者は視野を観察して
いればどちらの方向がストレート方向であるか知ること
ができ、必要であれば、さらにその方向に湾曲を進め湾
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曲部をストレート状態にすることができる。
【０１３６】付記３によれば、湾曲部の湾曲角度が１８
０度より大きい範囲では、湾曲抵抗力よりも内蔵物の曲
げ反力が大きいため、術者が操作手段を離して湾曲部を
フリー状態にした場合、湾曲抵抗力と内蔵物の曲げ反力
が釣り合う位置である１８０度以下まで、湾曲部の湾曲
が戻る。湾曲部の湾曲角度が１８０度以下であれば、抜
去時にも体壁に接触することにより、湾曲がストレート
方向に戻されながら内視鏡が引き抜くことができ、湾曲
部を操作してわざわざストレート状態にする必要がない
ので、操作性を向上できる。この時、湾曲部はフリー状
態になっているので、湾曲部が体壁に接触してストレー
ト方向に戻るために体壁に及ぼす力は、小さく体壁を傷
つけることはない。
【０１３７】付記４によれば、湾曲フリー状態で、湾曲
角が略ストレート状態に戻るので、挿入、抜去時にスト
レートにしたい場合に、湾曲をフリーにするだけで、容
易にストレートにでき操作性が良い。
【０１３８】付記５～７によれば、内視鏡の湾曲部は、
管状の複数の湾曲駒を互いに湾曲部の軸方向に対し、水
平もしくは垂直方向に回動可能に接続している。例え
ば、湾曲部が上方向に湾曲する場合、湾曲部の軸から下
側に位置する内蔵物は、湾曲形状の外周側に位置するこ
とになる。この場合、湾曲部内に位置する内蔵物の長さ
は、湾曲部の外周側が描く走行線に応じてより長く必要
になる。
【０１３９】内視鏡内蔵物は、通常ＣＣＤケーブル、ラ
イトガイド、チューブ状部材で形成される鉗子チャンネ
ル及び送気送水管路などで構成される。全ての湾曲方向
のうち、湾曲角度が最大になる方向の反対側に前記チュ
ーブ状部材を配しておき、チューブ状部材の自然長を最
大湾曲時にチューブ状部材が位置する湾曲部の外周側が
描く走行線よりも短くしておけば、最大湾曲時には、チ
ューブ状部材には引っ張り力が、逆に湾曲部にはチュー
ブ状部材により湾曲を戻そうという反力が生じる。その
ため、各内蔵物の材質特性による曲げ反力以外に、チュ
ーブ状部材の引っ張り力に対する反力が加わり、最大湾
曲後、操作手段をフリー状態にした時に、確実にストレ
ート方向に戻ることができる。
【０１４０】付記８～１０によれば、湾曲角度が最大に
なる方向では、湾曲部内の各内蔵物が最も曲げられるこ
とになり、曲げ反力も最大となり、湾曲させるための牽
引部材にかかる張力も最大になる。牽引部材は湾曲部内
及び挿入部内においては、管状のガイド部材内部を挿通
しており、一般的に湾曲部内のガイド部材は、湾曲駒ご
とに分割して間隔をあけて取付けられている。
【０１４１】湾曲部内のガイド部材の部材が短いと、一
つのガイド部材から隣のガイド部材までの距離が長く、
そのため、湾曲時には、ガイド部材の軸方向に対して大
きな角度をもって接することとなる。そのため、ガイド
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部材の軸方向に対して垂直方向の力が大きくなるため摩
擦力も大きくなる。摩擦力が大きくなると、牽引部材が
ガイド部材との擦れにより摩耗して断線しやすくなる。
【０１４２】逆に、この発明のように、ガイド部材の全
長を長くすると、牽引部材は隣り合うガイド部材間にお
いては、ガイド部材軸方向とより平行に近く走行するこ
とができ、そのため、牽引部材・ガイド部材間の摩擦力
も小さくて済むため、牽引部材の摩耗を防ぐことができ
る。ガイド部材の数が多いと、組立が困難になったり、
湾曲管内部の充填率が高くなって内蔵物の動きが妨げら
れ、内蔵物が破損しやすくなるが、湾曲角度が最大にな
る側のガイド部材のみ全長を伸ばすため、そのようなこ
とはない。
【０１４３】付記１１によれば、湾曲が最大になる方向
には、牽引部材の張力が最大になり、それに伴って牽引
部材・ガイド部材間の摩擦力も最大となる。摩擦力は牽
引部材の外径とガイド部材の内径の差であるいわゆるク
リアランスを大きくする事により、軽減することができ
るため、湾曲が最大になる方向のガイド部材の内径を大
きくし、前記クリアランスを大きくすることにより、摩
擦を軽減して牽引部材の摩耗を防ぐ事ができる。この
時、クリアランスを大きくする事により、ガイド部材の
外径も大きくなってしまうが、湾曲が最大になる方向の
みクリアランスを大きくするので、湾曲部内部の充填率
を大幅に高くする事はないので、内蔵物の耐性を損ねな
い。
【０１４４】付記１２によれば、ブラシ部と挿入部をパ
イプ状部材を介して接続する内視鏡用ブラシにおいて、
前記パイプ状部材を押し締めて塑性変形させる、いわゆ
るカシメ固定により、ブラシ部と挿入部をパイプ状部材
に固定するため、半田付けのように熱を用いる必要が無
い。
【０１４５】熱を用いる固定方法では、ブラシ部の毛状
のブラシ体が溶解してしまうが、この発明では熱を用い
ないので、ブラシ部近辺において固定する事ができる。
そのため、硬質性を有す固定部の長さを短くでき、ブラ
シの内視鏡への挿通性を向上させることができる。
【０１４６】付記１３によれば、接続部材の一端を二股
にしているため、接続部材は二股側においては、管路を
２個有す。ブラシ部が挿入された管路と、別な管路側に
挿入部を挿入することにより、ブラシ部と挿入部を別々
に接続部材に対してカシメによる固定を行う事ができ
る。ブラシ部の素材と挿入部は素材も径も異なるため、
それぞれのカシメ部を分ける事により、カシメ条件を個
別に設定できるため、より確実に固定を行う事ができ
る。
【０１４７】付記１４によれば、挿入部は金属の芯線に
シースを被覆を被せて形成されるが、先端側に位置する
ブラシ部の固定側が二股になっているので、ブラシ部を
固定した後でも、接続部材の先端側には開口部が存在す
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る。挿入部を固定する際には、前記金属の芯線を後端側
の開口部から先端側の開口部まで挿入し、先端側の開口
部から飛び出した芯線を前方に引く事により、容易にシ
ースを接続部材内に引き入れる事ができる。芯線は接続
部材より引き出された分は切断して除去すれば良く、組
立が容易に行える。
【０１４８】付記１５，１６によれば、接続部材の内周
に設けられた溝もしくは凸部が、カシメを行った際に、
ブラシ部、及び挿入部に噛み合い固定されるので、確実
に固定できる。
【０１４９】付記１７によれば、画像の信号から、自動
的にプロセッサが画像異常を検知するので、術者が監視
すること無く、モニタ上の画像信号から、画像の異常が
認識されるため、故障の検知が容易である。
【０１５０】付記１８によれば、異常時には、術者がす
べき注意事項、指示事項が画面に表示されるため、取り
扱い説明書などの別体の指示書を見る事無く対応内容を
知ることができるため、異常時の対応がし易い。
【０１５１】付記１９～２１によれば、長い湾曲駒同士
の四方向駒、短い湾曲駒同士の四方向駒、短い物と長い
物とを組合わせた四方向駒を、それぞれ、湾曲部の中央
部付近、先端側、手元側に配置することで、いたずらに
湾曲長を伸ばしたり、湾曲駒の種類を増やしたりせず、
内蔵物の座屈し易い中央部の湾曲半径を大きくし、かつ
鉗子挿通により鉗子チャンネル内面が削れやすい手前側
の湾曲半径を必要最低限に大きくできる。湾曲駒の種類
が増えないので、コストが増加したり、組立が煩雑にな
ることがない。湾曲長も長くならないので、観察性が損
なわれることも無い。
【０１５２】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、
操作手段をフリー状態にするだけで、内蔵物の反力が湾
曲抵抗力に勝って、内視鏡先端部が、略ストレート状態
にまで自然に戻すことができ、操作性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態を示すビデオ内視鏡
システムの概略的構成図。
【図２】同実施形態の内視鏡の先端構成部の正面図。
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【図３】図２中のＡ‐Ｂ‐Ｃ‐Ｄ線に沿う断面図
【図４】図２中のＥ－Ｏ－Ｆ線に沿う断面図。
【図５】同実施形態の内視鏡の操作部の縦断側面図。
【図６】同実施形態の内視鏡の斜視図。
【図７】同実施形態の操作部の操作ノブの縦断側面図。
【図８】同実施形態の湾曲部の縦断側面図。
【図９】この発明の第２の実施形態を示す内視鏡の側面
図。
【図１０】同実施形態の内視鏡の湾曲部を湾曲した状態
の側面図。
【図１１】この発明の第３の実施形態の比較例を示す湾
曲部の縦断側面図。
【図１２】この発明の第３の実施形態を示す湾曲部の縦
断側面図。
【図１３】図１１のＧ部を拡大した断面図。
【図１４】図１２のＨ部を拡大した断面図。
【図１５】開示例１を示し、洗浄用ブラシの縦断側面
図。
【図１６】開示例２を示し、洗浄用ブラシの組立て順序
を示す側面図。
【図１７】開示例３を示すモニタの正面図。
【図１８】開示例４を示し、（ａ）は湾曲部の先端に位
置する先端駒の軸方向の一部断面した側面図、（ｂ）は
（ａ）のＩ－Ｉ線に沿う断面図。
【図１９】開示例５の比較例を示す湾曲部の縦断側面
図。
【図２０】開示例５を示す湾曲部の縦断側面図。
【図２１】開示例６を示し、挿入部を形成する可撓管部
と操作部との接続部を示す縦断側面図。
【図２２】図２１のＪ部を拡大した断面図。
【符号の説明】
１…内視鏡
２…挿入部
４…湾曲部
６…操作部
３４，３５…操作ノブ（操作手段）
３８…牽引ワイヤー（牽引部材）
５０…ガイド部材
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